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令和４年第２回加須市議会定例会 議案説明資料 №１３ 

【新型コロナ対策全般（生活支援）】 

 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支
援金の申請期限を延長 

 

 

コロナ禍における生活困窮者の就労自立を支援するため、自立支援金の申請期限を令

和４年８月まで延長します。 

 

 

■ 事業名 
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業 

■ 目的 
コロナ禍において、社会福祉協議会が実施している総合支援資金を借り終えた一定の困窮

世帯に対し、就労による自立を図るために本事業を令和３年７月から実施しており、その申

請期限を令和４年６月までとしておりました。 

しかしながら、新型コロナウイルス感染症の影響は依然として続き、生活困窮者の生活は

厳しい状況にあることから、令和４年４月２６日付けで閣議決定された「コロナ禍における

『原油価格・物価高騰等総合緊急対策』 」の中で、申請期限を令和４年８月３１日に延長す

ることとされました。 

つきましては、申請期限延長に伴い、所要の額を措置するものです。 

■ 補正予算の概要 
（１）支給概要 

支給対象者 ①総合支援資金（初回又は再貸付）の最終借入月が令和 4 年 8 月以前の

世帯又は再貸付が不承認となった世帯で、次の要件を満たすもの 

○収入月額が市民税均等割非課税額の1/12＋住宅扶助基準額 以下 

（例）単身世帯11.5万円以下、2人世帯15.9万円以下、3人世帯18.8万円

以下 

○世帯の預貯金が一定の金額以下（上限100万円） 

（例）単身世帯46.8万円以下、2人世帯69.0万円以下、3人世帯84.0万円

以下 

○求職中（ハローワーク相談や応募・面接等）又は生活保護申請中 

②自立支援金（初回）の支給が令和 4 年 8 月までに終了するもの 

  初回と同要件を満たすものに対し、一度に限り再支給 

支給額（月額） 単身世帯：6万円  2人世帯：8万円  3人以上世帯：10万円 

支給期間 3箇月（申請期限は令和4年8月末まで） 

（２）補正予算の内訳 

区分 内容 金額 

事業費 初回申請者：10件× 8万円×3箇月=2,400千円 

再支給  ：10件× 8万円×3箇月=2,400千円 

※支給実績から見込算出 

4,800千円 

事務費 通信運搬費、口座振込手数料 21千円 

■ 補正予算額 ４，８２１千円 【国庫補助金あり】 
〔財源内訳〕国：4,821 千円 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業費

補助金 

[問合せ] 福祉部生活福祉課 📞📞0480-62-1111（内線 641） ✉seikatsu@city.kazo.lg.jp  
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